
貯
金
事
業
の
ご
案
内

　

当
共
済
組
合
の
組
合
員（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）及
び
公
益
法
人
等
へ

の
派
遣
制
度
に
と
も
な
う
在
職
派
遣
を
さ
れ
た
職
員
で
す
。た
だ
し
、退
職
派

遣
者
は
、派
遣
前
か
ら
加
入
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、継
続
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、新
規
で
の
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。当
共
済
組
合
の
組
合
員

（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）と
し
て
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
は
、解
約
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

新
た
に
こ
の
貯
金
制
度
に
加
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、「
組
合
員
貯
金
申

込
書
」及
び「
組
合
員
貯
金
印
鑑
届
」を
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
、加
入
し
よ

う
と
す
る
月
の
前
月
27
日
ま
で
に
当
共
済
組
合
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

貯
金
の
一
部
払
い
戻
し
を
希
望
す
る
場
合
は「
組
合
員
貯
金
一
部
払
戻
請
求

書
」、解
約
を
希
望
す
る
場
合
は「
組
合
員
貯
金
解
約
払
戻
請
求
書
」に
よ
り
手

続
き（
※
）を
行
う
こ
と
に
よ
り
、「
給
付
金
等
振
込
口
座
指
定
届
」で
登
録
し

た
預
金
口
座
に
直
接
送
金
い
た
し
ま
す
。こ
の
場
合
、各
請
求
書
に
押
印
す
る

印
鑑
は
、必
ず
届
出
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い（
貯
金
の
申
し
込
み
時
に
提
出

い
た
だ
い
た「
組
合
員
貯
金
印
鑑
届
」に
よ
る
届
出
印
）。

※
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
当
共
済
組
合
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

組
合
員
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
し
て
、組
合
員
の
貯
金
の

受
け
入
れ
及
び
そ
の
運
用
を
行
う
事
業
で
す
。

　

組
合
員
貯
金
は
、お
預
か
り
し
た
お
金
を
安
全
か
つ
効
率
的
に
運
用
す
る
こ
と

で
収
益
金
を
得
て
、貯
金
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
利
息
と
し
て
還
元
い
た
し
ま
す
。

　

貯
金
の
種
類
は
積
立
貯
金
で
、積
み
立
て
の
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
定
例
積
立

毎
月
の
給
料
か
ら
定
額
を
控
除
し
積
み
立
て
る（
積
み
立
て
を
行
う
場
合
は
、

５
０
０
円
以
上
で
１
０
０
円
単
位
）。

■
ボ
ー
ナ
ス
積
立

６
月
・
12
月
の
期
末・勤
勉
手
当
か
ら
定
額
を
控
除
し
積
み
立
て
る（
積
み
立
て

を
行
う
場
合
は
、５
０
０
円
以
上
で
１
０
０
円
単
位
）。

■
臨
時
積
立

随
時
に
任
意
の
額
の
預
け
入
れ
が
で
き
ま
す
。

貯
金
事
業
の
目
的

1
貯
金
事
業
の
し
く
み

2
貯
金
の
種
類

3

共
済
組
合
に
よ
る

運
用
預
け
入
れ
金

貯
金
の
で
き
る
方

4
貯
金
の
申
し
込
み

5
貯
金
の
払
い
戻
し
及
び
解
約
払
い
戻
し

6

　

定
例
積
立
及
び
ボ
ー
ナ
ス
積
立
に
お
け
る
積
立
額
の
変
更
を
行
う
場
合
は
、

変
更
し
よ
う
と
す
る
月
の
前
月
27
日
ま
で
に
共
済
組
合
事
務
担
当
課
を
通
じ
、

当
共
済
組
合
へ
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。た
だ
し
、定
例
積
立
額
の
変
更
に
つ

い
て
は
、毎
月
可
能
で
す
が
、ボ
ー
ナ
ス
積
立
額
の
変
更
に
つ
き
ま
し
て
は
、変

更
を
希
望
す
る
期
末・勤
勉
手
当
の
支
給
月
の
み
と
な
り
ま
す
。

　

氏
名
が
変
わ
っ
た
り
、届
出
印
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、「
組
合
員
貯

金
諸
変
更
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

利
息
の
計
算
は
、毎
年
３
月
及
び
９
月
末
日
に
行
い
、同
日
元
金
に
組
み
入

れ
ま
す
。ま
た
、残
高
に
つ
い
て
は
、毎
年
３
月
及
び
９
月
の
各
末
日
現
在
の
貯

金
額
の
明
細
を「
貯
金
現
在
残
高
通
知
書（
決
算
）」に
よ
り
共
済
事
務
担
当
課

を
通
じ（
任
意
継
続
組
合
員
に
は
直
接
）、貯
金
加
入
者
に
通
知
し
ま
す
。

　

年
利
１・２
％（
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
）で
す
。

※
金
利
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、預
金
利
率
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
方（
例
：
母
子
家
庭
の
母
、身
体
障
害
者
等
）は
、

「
障
害
者
等
に
対
す
る
マ
ル
優
制
度（
他
の
金
融
機
関
と
合
わ
せ
て
元
金

３
５
０
万
円
ま
で
非
課
税
）」を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

積
立
額
の
変
更
等

7
貯
金
者
の
諸
変
更

8
利
息
と
貯
金
残
高
の
通
知

9
組
合
員
貯
金
の
利
率

10
そ
の
他

11

払
戻
日

（
休
日
の
場
合
は
前
日
）

締
切
日

（
休
日
の
場
合
は
翌
日
）

※
締
切
日
は
共
済
組
合
へ
の
必
着
日
で
あ
り
、所
属
所
で
の
締
切
日
は
、共
済
組
合
へ
の

送
付
等
の
関
係
上
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

払
戻
日
及
び
各
請
求
書
の
締
切
日
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

一
部
払
い
戻
し

解
約
払
い
戻
し

毎
月
10
日

毎
月
25
日

毎
月
25
日

払
戻
月
の
前
月
25
日

払
戻
月
の
15
日

解
約
月
の
15
日

新
し
く
組
合
員
に
な
ら
れ
た
方
、ま
だ
組
合
員
貯
金
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い

方
、こ
の
春
か
ら
組
合
員
貯
金
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。貯
金
事
業
に
つ
き
ま

し
て
、次
の
と
お
り
ご
案
内
い
た
し
ま
す（
今
回
は
、在
職
中
の
方
へ
の
ご
案

内
と
し
ま
す
。任
意
継
続
組
合
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、共
済
ニ
ュ
ー
ス「
す
こ
や

か
」
平
成
２２
年
１
月
号
６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

組合員

債権等の購入

共済組合

預
け
入
れ

運
用
収
益

利
息
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